
①
調
査
は
、
始
め
に
９
月
10
日
(木)
か

ら
12
日
(土)
の
間
に
国
勢
調
査
員
が
各

世
帯
を
訪
問
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

回
答
用
Ｉ
Ｄ
を
配
布
し
ま
す
の
で
、

９
月
10
日
か
ら
20
日
に
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

②
そ
の
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答

が
な
か
っ
た
世
帯
に
国
勢
調
査
員
が

訪
問
し
、
調
査
票
を
依
頼
し
ま
す
。

記
入
の
仕
方
を
よ
く
読
み
、
10
月
１

日
現
在
の
状
況
を
記
入
し
ま
す
。

③
10
月
１
日
(木)
か
ら
７
日
(水)
に
調
査

員
が
再
び
世
帯
を
訪
問
し
て
調
査
票

回
収
な
ど
に
伺
い
ま
す
が
、
調
査
票

は
郵
送
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
と
な

り
ま
す
。

※
調
査
票
等
の
提
出
が
確
認
で
き
な

い
場
合
、
調
査
員
な
ど
が
世
帯
を
再

訪
問
し
ま
す
。

　
国
勢
調
査
員
と
は
、
市
町
村
の
推

薦
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
任
命
す

る
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
で
す
。

　
各
世
帯
を
訪
問
す
る
際
に
は
、
腕

章
や
国
勢
調
査
員
証
を
身
に
つ
け
て

い
ま
す
。

　
全
部
で
17
項
目
あ
り
ま
す
。
性
別
、

生
年
月
日
、
就
業
状
態
、
従
業
地
ま

た
は
通
学
地
な
ど
世
帯
員
に
つ
い
て

調
べ
る
ほ
か
、
世
帯
員
数
、
住
居
の

種
類
な
ど
世
帯
に
つ
い
て
調
べ
ま
す
。

　
国
勢
調
査
員
で
は
、
統
計
法
に
よ

っ
て
、
厳
格
な
個
人
情
報
保
護
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
安
心
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
国
勢
調
査
員
に
従
事
す
る

者
に
は
、
統
計
法
に
よ
る
守
秘
義
務

が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

調
査
票
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
り
、

正
し
い
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
り

す
る
と
、
誤
っ
た
調
査
結
果
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
「
統

計
法
」
や
「
国
勢
調
査
令
」
に
よ
り
、

回
答
の
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
国
勢
調
査
を
装
っ
た
「
か
た
り
調

査
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
調
査
員

は
、
調
査
員
証
を
身
に
つ
け
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
心
配
の
場
合
は
、
訪

問
の
際
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
政
策
財
務
課
　
政
策
Ｇ

　
☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
３
）

　

調
査
の
方
法
は
？

国
勢
調
査
員
と
は
？

調
査
票
の
項
目
は
？

個
人
情
報
は
守
ら
れ
る
の
？

か
た
り
調
査
に
注
意

ど
う
し
て
も
答
え
な
く
て
は
い
け

な
い
か
？

10
月
１
日
は
、
５
年
に
一
度
の
国
勢
調
査

今
回
か
ら
パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
が
で
き
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

 

 

○
国
勢
調
査
は
、
５
年
ご
と
の
10
月
１
日
に
全
国
一
斉
で
実
施
さ
れ
、
日
本

に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
10
月
１
日
現
在
、
住
所
登
録
と
は
関
係
な
く
、
ふ
だ
ん
住
ん
で
い
る
場
所

で
調
査
回
答
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
外
国
人
の
方
も
調
査
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

〇
主
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
　
　
国
勢
調
査
員
が
各
世
帯
に
パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
ス
マ
ー

　
　
　
ト
フ
ォ
ン
か
ら
回
答
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
用
Ｉ
Ｄ
を
配
布

　
　
　
し
ま
す
。

　
　
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
の
な
か
っ
た
世
帯
に
の
み

　
　
　
国
勢
調
査
員
が
、
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。

　
　
　
国
勢
調
査
員
が
調
査
票
を
回
収
し
ま
す
。

９月
10～12日

９月
26～30日

10月
1～7日
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